
知立市規則第１２号 

 

知立市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設（公園・緑地）の設置基

準規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、知立市開発等事業に関する手続条例（平成１９年知立市条例

第１２号。以下「条例」という。）第５章に規定する基準に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において「公園施設」とは、都市公園法（昭和３１年法律第７９

号。以下「法」という。）第２条第２項に掲げるものをいう。 

 （引継ぎできる施設） 

第３条 開発等事業で設置される公園等（条例第２４条第１号に規定する「公園等」

をいう。以下同じ。）のうち、市に引継ぎできる施設は、公園（１５０平方メート

ル以上）とする。ただし、市長が認める場合は、緑地を引継ぎすることができる。 

 （設置できない物件） 

第４条 公園等の用地内には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けて

はならない。ただし、法第７条及び都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０

号）第１２条に掲げる占用物件で、市長の同意を得たものについては、この限り

でない。 

 （公園等に接する土地） 

第５条 公園等に接する土地は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 公園等は、１辺以上が公道と接すること。 

 (2) １，０００平方メートル以上の公園は、２辺以上が公道に接すること。 

 (3) ２，５００平方メートル以上の公園は、宅地と接しないこと。 

 （設置施設） 

第６条 公園に設置する施設は、協議による。 

２ 遊具の設置に際しては、都市公園における遊具の安全確保に関する指針（平成

１４年国都公緑２９９号）によるものとする。 

 （公園の地形） 

第７条 公園等は、面積の７０パーセント以上を平坦地とする。 



２ 平坦でない部分がある場合は、その部分の平均勾配は１５度以内とする。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 


